












資料４ 追加分

＜意見陳述人から頂いたご意見＞

○安田 節子

１ 「遺伝子組み換え食品（種子植物）の安全性評価基準（案 」について． ）

① 通常の育種における非意図な変化と組み換え作物の非意図的変化を同列に論じるべ

きではない。基本的に食品そのままの形で動物による毒性試験を項目にいれるべき。

② 原データの情報公開とピアレビューの実施

③ 当該組み換え植物を作出し、発現物質を抽出して試験すべき。

④ ベクターに伝達性がある場合、認めるべきではない。

。⑤ 抗生物質耐性マーカーに人の治療用と共通の抗生物質の使用は認めるべきではない

⑥ 遺伝子導入によって遺伝子配列の変化が生じていた場合には認めるべきではない。

⑦ 導入遺伝子の挿入によって破壊、分断された遺伝子の特定と影響評価が必要

⑧ 抗生物質代謝酵素の暴露と腸内微生物との関係だけでなく、抗生物質耐性遺伝子が

腸内微生物に取り込まれる可能性の評価が必要

⑨ IgEとアレルギー症状は相関するが必ずしも並行するとは限らない。よって血清IgE

結合能とあわせて皮膚テストや経口負荷試験などの臨床試験データを求めるべき。

⑩ 宿主との有意な差異は同等性があるとは認められない。差があってもよい合理的理

由とはどんなものか？

２ 「遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方（案 」について． ）

①，②、③と従来品種との掛け合わせ，もしくは①同士の掛け合わせは、亜種レベル

以上でなければ安全確認はいらないという評価案だが、①同士の掛け合わせが安全とす

る合理的説明がない。


